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はじめに

本資料は，第8回技術会合で原子力規制庁殿から示された非常用電源設備の設置要否
及び具体的要件に関する事項※をふまえ，１Fの施設・設備における外部電源喪失に対
する設計上の考慮について当社の考え方を示すもの。

※ 第8回技術会合 資料3-1「東京電力福島第一原子力発電所における放射性物質の閉じ込め機能を有する施設・設備
に対する非常用電源設備の設置要否及び具体的要件について」（令和5年3月27日，原子力規制庁）

＜概要＞

非常用電源の要否については，耐震クラス分類ではなく，電源喪失によって安全機能
を喪失した場合の影響の大きさで判断したい。

• 1Fの施設・設備における耐震クラス分類は，地震により安全機能を失った際の公
衆への被ばく影響の大きさで分類しており，「安全機能喪失による被ばく影響」
を考慮しているという点では合意。

• しかし，耐震クラス分類における影響評価は，「地震に対する設計上の考慮」を
決定するために，地震による影響を評価しているものであり，一方，外部電源喪
失は地震に限らない様々な事象を起因として発生しうるものである。

• 「電源の確保」に関する設計上の考慮として，非常用電源設備の設置要否を決定
するためには，外部電源喪失は平常時においても発生しうるものであることを前
提に，平常時，事故時として想定される様々な異常事象に対して，電源が喪失す
ることの影響の大きさによって判断する。
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（参考）これまでの経緯①

第8回技術会合において，原子力規制庁殿から非密封の核燃料物質又は核燃料物質に
汚染されたものを扱う施設・設備を対象に，非常用電源設備の設置要否及び具体的要
件が示された。

耐震クラス 非常用電源設備の設置要否 非常用電源設備の具体的要件

S クラス
B＋クラス

非常用電源設備（常設）の設置が必要

なお，既設の非常用母線からの給電も
「非常用電源設備（常設）の設置」と
見なすことができる

ⅰ）台数：１台以上1

ⅱ）容量：以下の機能を７日間維持する容量
・放射線監視設備
・換気空調設備（グローブボックスの換気設備等）
・火災等の警報設備，緊急通信・連絡設備，非常用照明 等

ⅲ）耐震クラス：上記に示した機能を有する設備（給電先設備）
と同じ耐震クラス

B クラス
非常用電源設備（常設）の設置
又は非常用電源設備（可搬）から給電
できることが必要

「非常用電源設備（可搬）から給電できること」とは，機動的対
応の一環として準備している可搬型の電源車等を当該施設・設備
に容易かつ確実に接続でき，給電できることをいう。

C クラス

非常用電源設備（常設又は可搬）の設
置等は求めないが，一定期間後に放射
性物質の閉じ込め機能等を復旧するた
めの手順等を整備することが必要

「一定期間後に放射性物質の閉じ込め機能等を復旧するための手
順等を整備すること」とは，実施計画第Ⅲ章「特定原子力施設の
保安」に定められた応急措置の一環として，復旧体制や手順等を
整備することをいう。

1 措置を講ずべき事項「Ⅱ.14.⑧信頼性に対する設計上の考慮」において「重要度の特に高い安全機能を有するべき系統」に対し
て求めている「多重性又は多様性」の適用に当たっては，使用施設等の規制基準（使用施設等の位置，構造及び設備の基準に関す
る規則第16 条等）を踏まえ個別に審査することになるが，現時点では，非常用電源設備の機能喪失時の影響等を考慮し，非常用
電源設備が耐震S クラスであれば「多重性又は多様性」が原則必要と考えられる。
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（参考）これまでの経緯②

原子力規制庁殿から示された非常用電源設備の設置要否及び具体的要件について，そ
の理由となる考え方は，以下の通りとされている。

措置を講ずべき事項の規制要求
措置を講ずべき事項においては，「重要度の特に高い安全機能や監視機能」が非常用電源設備か
ら受電できることを求めており，「重要度の特に高い安全機能や監視機能」に該当する具体的な
施設・設備は明記していない。

使用施設等の規制要求
実施計画の審査において準用する使用施設等の規制基準においては，仕様規定的に非常用電源設
備の設置を求めており，外部電源系統の機能喪失の起因事象を定めることなく，必要な時に必要
な機能に対して給電できることを求めている。
つまり，当該施設・設備が有する放射線リスクや耐震性に関わらず，原則的に非常用電源設備の
設置を求めている。

非常用電源設備の設置等に係る審査方針
使用施設等の規制基準の要求事項を踏まえ，措置を講ずべき事項における「重要度の特に高い安
全機能や監視機能」の１つとして，非密封の核燃料物質又は核燃料物質に汚染されたものを扱う
施設・設備の放射性物質の閉じ込め機能及びその監視機能等を位置づけ，当該施設・設備の潜在
的放射線リスクや供用期間，同発電所での機動的対応等も考慮し，具体的な非常用電源設備の設
置要否は以下とする。
（以下略）



1Fの施設・設備の耐震クラス分類は，地震による安全機能喪失時の公衆被ばく線量の
大きさをもとに決定することとしている※。

1. Ss900の地震による影響を条件とした被ばく評価をもとに，施設・設備の耐震クラスを分類
する

2. 施設・設備に含まれる個々の機器等ついては，機能喪失の影響が軽微である場合には，下位
の耐震クラスとしても良い

ここで，耐震クラス分類における公衆被ばく評価は，地震に対する設計上の考慮とし
て，施設・設備に必要な耐震強度を決定するため，地震影響によって安全機能が喪失
した場合の公衆被ばく線量を評価しているものであり，機能喪失を仮定する安全機能
は必ずしも電源だけに限らない。

一方，外部電源喪失は，Ss900の地震のような稀な事象に限らず，より高い頻度で発
生しうる事象であり，平常時においても十分に発生が想定される事象である。

そこで， 電源の確保に関する設計上の考慮として，非常用電源の設置要否を決定する
ためには，平常時や事故時として想定される様々な異常事象に対し，外部電源喪失が
伴うことを仮定した場合の公衆被ばく線量の大きさによって判断する。

4

耐震クラス分類のための被ばく評価について

※ 東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所における耐震クラス分類と地震動の適用の考え方
（令和4年11月16日，原子力規制庁）
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（参考）使用施設における非常用電源の設置要否について

使用許可基準規則(第27条)では，使用前検査対象施設において，必要な安全機能の確
保のために非常用電源設備の設置を要求しており，具体的対象を管理区域の排気設備
とするなど，使用施設の実態に応じて設置を求めている。

使用前検査対象施設とは，使用施設のうち非密封のプルトニウム1g以上（密封の場合
は450g以上）など，政令※１に定める基準量を超える核燃料物質を様々な形態で取り
扱う施設であり，使用施設の中でもアルファ核種による内部被ばくの影響を含む放射
線リスクが特に高い施設である。

このように，施設・設備の安全上の重要度は，その使用形態や物理・化学的性状等を
ふまえた放射線リスクに応じたものであり，従って，１Fの施設・設備における非常用
電源の要否についても，取り扱うインベントリや性状（固体，液体，スラリー等）に
応じた被ばく影響の大きさによって判断することが妥当と考える。

また，措置を講ずべき事項における「重要度の特に高い安全機能や監視機能」につい
ては，使用施設における安全上重要な施設は，その機能喪失による公衆が被ばくする
線量の評価値によって選定されている※２ことをふまえると，同様に公衆の被ばく線量
で選定することが妥当と考える。

※1 核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（第四十一条）
※2   使用施設等の新規制基準における「安全上重要な施設」の選定の考え方について

（平成27年8月19日，原子力規制庁）



プルトニウムなどのα核種は，セシウムやストロンチウム，コバルトなどのγ・β核種と
比べ，内部被ばくの影響がおよそ１０３倍程度大きい。

またα核種は，内部取り込み時に体外からの計測が困難でもあり，α核種を非密封で取り
扱う場合には，内部取り込みのリスクに対して特に慎重な防護が必要である。

6

（参考）α核種とγβ核種の内部被ばく影響の違い

核種
内部被ばく換算係数※

(μSv/Bq)

U-238 8.0E+00

Pu-238 1.1E+02

Pu-239 1.2E+02

Pu-240 1.2E+02

Pu-242 1.1E+02

Am-241 9.6E+01

核種
内部被ばく換算係数※

(μSv/Bq)

Cs-134 2.0E-02

Cs-137 3.9 E-02

Sr-90 1.6E-01

Co-60 3.1E-02

Sb-125 1.2E-02

※ 出展 ICRP Pub.72 Table A2
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外部電源喪失に対する設計上の基本的な考え方

非常用電源設置などの外部電源喪失に対する安全対策の要否については，施
設・設備に異常が発生した際において，電源がないことによる公衆被ばく線量
への影響の大きさに応じて決めることとする。

国内の原子力施設において，許容される公衆被ばく線量の大きさは，平常時と
事故時について，それぞれ以下の通り定められている。

１Fの施設・設備においても，平常時と事故時について，それぞれ同じ基準を
適用するものとし，電源がないことによる公衆被ばく線量への影響がこれを超
える場合には，外部電源喪失に対して安全対策を備える。

なお，上述の基準以下であっても，ALARAの観点から，合理的に達成可能な
限り，線量影響の低減に努める。

平常時における公衆被ばく線量※１ 1 mSv以下

事故時における公衆被ばく線量※２ 5 mSv以下

※１ 線量限度等を定める告示で平常時の一般公衆の線量限度として定められている。
※２ 発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針において，「周辺公衆の実効線量の評価

値が発生事故当たり５mSvを超えなければリスクは小さいと判断する」とされている。使用施
設，加工施設，再処理施設，廃棄物管理施設においても同様に規則の解釈で定められている。
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１Ｆにおける平常時と事故時の考え方

発電炉における運転時の異常な過渡変化・設計基準事故の考え方や，使用施
設における設計評価事故の考え方などを参考に，１Fにおける平常時と事故時
の考え方を以下の通りとする。

(1) 平常時

通常運用している状態に加えて，動的機器の単一故障や運転員の単一誤操作
など，１F廃炉作業において通常発生する可能性がある事象※１

※１ およそ100年に1回程度発生する可能性がある事象

例えば，3.16，2.13規模の地震等により生じる影響

(2) 事故時

動的機器の多重故障など，発生する頻度は稀であるが，施設及び周辺公衆に
対して， １F廃炉作業において通常発生する可能性がある事象よりも重大な
影響を与えるおそれのある事象※２

※２ 単一故障が重なることから，100^2＝およそ10000年に1回程度発生する可能
性がある事象

例えば，60m/s級の竜巻やSs900規模の地震等により生じる影響
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（参考）電源喪失に対する安全対策要否の判断パターン例

平常時の例（例えば，動的機器の単一故障を起因とした異常事象）

⇒ 電源がある場合の公衆被ばく線量 0.1mSv

⇒ 電源がない場合の公衆被ばく線量 1.5mSv

事故時の例（例えば，動的機器の多重故障を起因とした異常事象）

⇒ 電源がある場合の公衆被ばく線量 0.1mSv

⇒ 電源がない場合の公衆被ばく線量 2.4mSv

要

電源喪失に対する安全対策

否

電源喪失に対する安全対策
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外部電源喪失に対する設計上の対応の種類

外部電源喪失に対する安全対策（以下，電源バックアップ設備）については，電力を
供給すべき時間的猶予や必要な電源容量に応じ，常設の非常用電源に限らず，可搬型
の電源設備または電力の供給を必要としない可搬型設備を用いた人的対応も含めた設
計によって達成することを考慮する。

可搬型設備
（人的対応）

常設非常用電源
（非常用D/G等）

人的対応によらず，直ちに電源の供給が必要と
なる場合

×
○

（自動起動）

速やかな電源の供給が必要であるが，時間的余
裕の範囲内で，電源設備の手動起動による電源
供給が可能である場合

×
○

（手動起動でも可）

事象進展に十分な時間的余裕があり，可搬型の
電源設備または電源を必要としない可搬型設備
を用いた人的対応が可能である場合※

○
（施設・設備の設計，供用期間に応じ，
可搬または常設を合理的に選択可能）

※ 人的対応が可能である場合とは，事象進展の時間的余裕の範囲内で要求される対応を達
成するために必要な体制や力量の確保，資機材のメンテナンスや保管場所の成立性，ア
クセスルートの確保など，異常時の対応手順の成立性が検証されている必要がある。
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電源バックアップ設備の信頼性

電源バックアップ設備の多重化等の信頼性の確保については，電源を供給すべき先の
設備に要求される信頼性と同等とする。（直接関連系※１の考え方）

• 平常時においては，異常の発生に加えて，さらに電源バックアップ設備に異常が発生する多
重故障の発生までは考慮しない。

• 事故時においては，電源バックアップ設備にも何らか異常の発生を仮定した場合においても，
公衆被ばく公衆線量への影響を5mSv以下とする必要がある。

よって，電源バックアップ設備の多重化等の要否については，以下の通りとする。

電源バックアップ設備の耐震性の確保についても同様に，電源を供給すべき先の設備
に要求される耐震クラスと同等とする。

平常時の備えとして，電源バックアップ設備を配
備する場合

１系列以上※２

事故時の備えとして，電源バックアップ設備を配
備する場合

２系列以上※２

（多重性または多様性および独立性※３）

※１ 安全機能を直接果たす構築物，系統及び機器が，その機能を果たすために直接必要となる構築物，系統
及び機器

※２ 電源バックアップ設備がメンテナンスや単一故障などで使用できない場合においては，必要台数を維持
するための予備系統を備えるか，または必要な台数が維持されない場合には施設の運転を停止するなど
の運用上の配慮が必要である

※３ 多重性または多様性および独立性の確保については，電源設備だけでなく，電源を供給する先の設備本
体とあわせて確保する必要がある
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電源バックアップ設備の使命時間

電源バックアップ設備の使命時間の考え方

⇒ 異常時の対応手順に応じ，電源の供給を期待する期間の機能維持が必要
（異常発生から７日目以降※は発電所外からの支援を期待しても良い）

例１） 原子炉注水ポンプや使用済み燃料プールの循環ポンプなどは，間欠的な動作
によって目的を達成可能であり，7日間の連続運転は不要

例２） 高レベルのダストを閉じ込めるための空調ファンなどは，給油などの一時的
な場合を除き，ダスト濃度が高い期間中は概ね連続的に運転を継続する必要
がある

※ 至近の実施計画申請において，外部からの支援は原則として7日目以降に期待できるこ
ととしており，それまでの間は１F所内単独で活動を維持する必要がある
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その他の外部電源喪失に対する備え

今後設置する１Ｆの施設・設備の設計において，遮へい機能や閉じ込め機能といった
安全機能を直接的に有する構築物，系統及び機器以外であっても，以下の施設・設備
については，施設・設備の特徴をふまえて必要に応じ，外部電源喪失に備えた設計と
する。
ただし，１F全体としての環境モニタリング活動や，建築基準法や消防法で要求され
る火災警報，予備電源，非常用照明等は別途，法令要求等を満足する必要がある。

施設・設備 機能維持の目的 外部電源喪失に対する備え

放射線監視設備
• 異常時の閉じ込め機能の確保を確認する

ため 施設・設備の特徴をふまえて
必要に応じ，

常設の非常用電源からの電力
供給（D/G，バッテリー等）

または

時間的猶予がある場合には，
可搬型の代替電源設備または
電力の供給を必要としない可
搬型設備を用いた人的対応

火災等の警報・消火設備
• 火災による波及的影響により，上位クラ

スの安全機能を損なうことがない設計と
するため

緊急通信・連絡設備
• 施設内の人に対し必要な指示をするため
• 施設外と異常時に必要な連絡をするため

非常用照明等 • 施設内の人が安全に避難するため
• 夜間等の復旧作業のため
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必要に応じ考慮する外部電源喪失への備えの考え方の例

① 放射線監視設備

• 閉じ込め機能（動的・静的問わず）の喪失により，放射性物質の放出のおそれがある場合には，
閉じ込め機能がその機能を達成していることを確認するため，換気空調系の排気口等の放射線
モニタまたは建屋開口部などについて外部電源喪失時にも放射線監視を可能とする

• なお，別途，１F全体としての環境モニタリングは必要（モニタリングポスト）

② 火災等の警報・消火設備

• 火災等の波及影響による安全機能の喪失を防止するため，区画，防火板，可燃性の材料を不
燃性または難燃性材料で養生する等の対策を行う

• 火災等の波及影響による安全機能の喪失により，公衆または従事者の過度の放射線影響が想
定される場合には，安全機能を有する機器等を保護するため，外部電源喪失時にも火災の検
知，消火を可能とする

• なお，別途，建築基準法，消防法などの要求を満足する

③ 緊急通信・連絡設備

• 施設内に人が立ち入らない設計の場合は外部電源喪失への備えは不要とする

• 復旧作業や臨時に人の立ち入りが必要となる場合には，可搬型通信連絡装置等を携行する

• 施設外との連絡手段については，緊急時対策所等に一括して設ける場合には個々の施設・設
備には設置しない

④ 非常用照明等

• 施設内に人が立ち入らない設計の場合は外部電源喪失への備えは不要とする

• 復旧作業や臨時に人の立ち入りが必要となる場合には，可搬型照明等を携行する

• なお，別途，建築基準法，消防法などの要求を満足する
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（参考） ALARAの考え方にもとづく施設周辺の線量目標値

＜発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針（抜粋）＞

１．線量目標値

発電用軽水炉施設の通常運転時における環境への放射性物質の放出に伴う周辺公衆の受ける線量を
低く保つための努力目標として，施設周辺の公衆の受ける線量についての目標値（以下「線量目標
値」という。）を実効線量で年間50マイクロシーベルトとする。

（中略）

ここで設定した線量目標値は，周辺監視区域外の線量限度及び周辺監視区域外における放射性物質
の濃度限度の規制値に代わるものではなく，いわゆる「as low as reasonably achievable」の考え方
に立って周辺公衆の受ける線量を低く保つための努力目標値であるこの線量目標値が達成できないこ
とをもって，運転停止，出力制限等の措置を必要とするような安全上の支障があると解すべきもので
はない。

（以下略）
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（参考）耐震クラス分類のフロー
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（参考）使用許可基準規則の要求と解釈



サブドレン集水設備高台機能移転工事
の工事着手について

2023年６月6日

東京電力ホールディングス株式会社



工事の着手に関する見解について

1

◼ 工事着手に関する弊社見解
・2023.5月より一部工事（集水タンクの建方）を開始しており、実施計画の認可前に工事
を着手する旨を事前にご説明ができずに申し訳ございません。

・既に着手した工事は、下記の通り、自然災害リスクへの対策工事であり、当社リスクと
して進めさせて頂いておりました。

◼ 工事着手をする必要性
・本件は、切迫性のある津波被害のリスク対応（サブドレン運用停止）として、2.5m盤に
設置しているサブドレン集水設備（地下水ドレン含む）を33.5m盤へ設置する工事であ
り、日本海溝津波防潮堤が設置された後に速やかに実施するものであり、津波対策は当
社リスクの工事として認識しております。

・今回工事に係る範囲の設計は多岐に亘り、詳細設計が全て完了しきれていないものの、
津波リスク回避の観点から準備が整った箇所から工事を着手しておりますが、今後、速
やかに実施計画の変更申請を実施致します。（７月予定）

◼ 既に着手した工事の実施範囲
・工事の実施範囲は、新設設備の設置工事のみであり、実施計画で定められている設備の
機能を停止するような作業は認可前には行いません。

◼ 今後について
・上述の通りに自然災害リスクの対策工事であることから、設置に関しては当社リスクと
してこのまま継続していきたいと考えております。



◼ 現在T.P.+2.5m盤に設置しているサブドレン他集水設備を、津波対策としてT.P.+33.5m盤に設置する工事
を継続実施中。2023年度中に重油タンクを現地にて解体し、中継タンク工事を設置していく。

◼ サブドレン他集水設備をT.P.33.5m盤に2024年度初めに設置完了後、汲み上げを停止することなく、既設設
備を運用しながら、降雨時期以降に、新設設備との切替を実施していく予定である。（2024年度内に切替
完了目標） ＜サブドレン移送配管計画図＞

サブドレン他浄化設備

集水設備高台設置予定場所（整備箇所）

サブドレン汲上水移送用中継タンク設置場所（エリア整備箇所）

5,6号サブドレン移送設備

集水設備

既設サブドレン他移送設備

新設サブドレン他移送設備

防潮堤（計画）
提供：日本スペースイメージング（株）
Product(C)[2020] DigitalGlobe, Inc., a Maxar company.

集水設備新規設置エリア

サブドレン他浄化設備

集水設備（既設）

5,6号サブドレン移送設備

N

１．T.P.+2.5m盤サブドレン他集水設備の33.5m盤への機能移転等工事（概要）

2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度

エリア整備・地盤改良

集水設備設置（移送設備）

既往設備→新設備切り替え

集水設備（既設）津波対策

【参考】日本海溝津波防潮堤

※ 工事工程に関しては、今後の詳細検討及び日本海溝津波防潮堤工事等との工事調整により変動する可能性あり

▼設置公表
（2020.9）

▼工事着工 ※ 撤去、漂流物対策等の
津波対策の詳細は今後検討

水処理定例面談資料抜粋
（2023.5.19）
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